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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の電池セルを有する電池セル組と、
　前記電池セル組を収納する電池ケースと、
　前記電池セル組の正側及び負側電圧供給端にそれぞれ接続する正側及び負側放電端子と
、
　前記電池セル組からの放電電流が過電流検知閾値を超えると放電を停止するよう構成さ
れた制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記電池パックに接続された電動工具本体の種類に応じて前記過電流検
知閾値を変更可能に構成されることを特徴とする電池パック。
【請求項２】
　前記正側及び負極放電端子の少なくとも一方を介して前記電池パックに接続された電動
工具本体の種類を判別可能としたことを特徴とする請求項１に記載の電池パック。
【請求項３】
　前記正側及び負側放電端子の少なくとも一方は、複数個設けられていることを特徴とす
る請求項１又は２に記載の電池パック。
【請求項４】
　前記電動工具本体の種類の判別は、前記複数個設けられている前記正側及び負側放電端
子の少なくとも一方を介して行うことを特徴とする請求項３に記載の電池パック。
【請求項５】
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　複数個設けられた端子の各端子に流れる電流を検出する電流検出手段を有することを特
徴とする請求項３又は４のいずれか一項に記載の電池パック。
【請求項６】
　複数の電池セルを有する電池セル組と、
　前記電池セル組を収納する電池ケースと、
　前記電池セル組の正側及び負側電圧供給端にそれぞれ接続する正側及び負側放電端子と
、を備え、
　前記正側及び負側放電端子の少なくとも一方は複数個設けられており、
　前記複数個設けられた端子の各端子に流れる電流を検出する電流検出手段を有し、
　前記電流検出手段の電流検出値は制御部に入力され、前記制御部は、過電流であるとし
て放電を停止する過電流検知閾値を、各端子の電流検出値に応じて変更可能としたことを
特徴とする電池パック。
【請求項７】
　前記複数個設けられた端子は、実質的に同電位であることを特徴とする請求項３乃至６
のいずれか一項に記載の電池パック。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の前記電池パックを、本体の電池パック装着部に
着脱自在に装着することを特徴とする電動工具。
【請求項９】
　前記正側又は負側放電端子のそれぞれに接続する受電端子を有することを特徴とする請
求項８に記載の電動工具。
【請求項１０】
　電池パック、第１の電動工具本体、及び、第２の電動工具本体を備えたシステムであっ
て、
　前記電池パックは、正側及び負側放電端子を有し、
　前記第１の電動工具本体は、前記正側及び負側放電端子にそれぞれ接続される第１の本
体側正側及び負側端子と、前記第１の本体側正側及び負側端子の少なくとも一方から分岐
する分岐端子と、を有し、
　前記第２の電動工具本体は、前記正側及び負側放電端子にそれぞれ接続される第２の本
体側正側及び負側端子を有すると共に、前記分岐端子に相当する端子を有さず、
　前記電池パックは、過電流であるとして放電を停止する過電流検知閾値を、前記分岐端
子の有無に応じて変更可能としたことを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　前記電池パックは、前記分岐端子と接続されるパック側分岐端子を有することを特徴と
する請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記電池パックは電池セルを有し、
　前記第１の電動工具本体はモータを有し、
　前記分岐端子及び前記パック側分岐端子は、前記電池セルと前記モータとの放電経路に
設けられることを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電池セルを有する電池セル組と、前記電池セル組を収納する外殻とな
る電池ケースとを備えた、コードレス電動工具等に使用する電池パック及びこれを備える
電動工具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電池パックを着脱自在に備えるコードレス電動工具が広く使用されるようになっ
てきている。図７乃至図９を用いてコードレス電動工具の一例を説明する。図７は電池パ
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ック１Ａ（それぞれ１個のみの正側放電端子及び負側放電端子を有するもの）の上側ケー
ス部を外した状態の平面図、図８は電池パック１Ａが装着されるコードレス電動工具本体
７０Ａ（ここで、電動工具本体とは電動工具から電池パックを外した部分を言う）であっ
て、その電池パック装着部８０Ａを示す電動工具本体底面側よりみた斜視図、図９は１個
のみの正側放電端子を有する電池パック１Ａに、１個のみの正側受電端子を有するコード
レス電動工具本体７０Ａを接続した状態のブロック図である。
【０００３】
　図７に示すように、電池パック１Ａは複数の電池セルを有する電池セル組２と、電池セ
ル組２を収納する電池ケース３と、電池セル組２上に載置固定される基板４と、基板４上
に固着される端子群５と、防塵等のために基板４上に固定される基板カバー６とを有する
。電池パック１Ａでは、端子群５はそれぞれ１個のみの正側放電端子５Ｐ及び負側放電端
子５Ｎと、制御信号端子（ＬＤ端子）５ＬＤとを含んでいる。基板４には図９に示す電流
検出抵抗４１及び保護手段４５が搭載されている。基板４に取り付けられた正側放電端子
５Ｐは電流検出抵抗４１を介して電池セル組２の正側電圧供給端に接続され、負側放電端
子５Ｎは電池セル組２の負側電圧供給端に接続されている。保護手段４５としては保護Ｉ
Ｃやマイクロコンピュータが考えられる。ここでは保護手段４５としてマイクロコンピュ
ータ（以下、「マイコン」という）を例に説明する。マイコン４５で電流検出抵抗４１の
電圧降下を検知することで放電電流を検出している。
【０００４】
　図８に示すコードレス電動工具本体７０Ａの電池パック装着部８０Ａは、電池パック１
Ａ側のそれぞれ１個の正側放電端子５Ｐ及び負側放電端子５Ｎに接続可能なそれぞれ１個
のみの正側受電端子９Ｐ及び負側受電端子９Ｎを有するとともに、制御信号端子５ＬＤに
接続する制御信号端子９ＬＤを有する。電池パック１Ａの放電電流が、過電流であるとし
て放電を停止する過電流検知閾値に到達したことをマイコン４５が検出した場合、マイコ
ン４５は電池パック１Ａ側の制御信号端子５ＬＤから所定の制御信号（放電禁止信号）を
コードレス電動工具本体７０Ａの制御信号端子９ＬＤに出力する。
【０００５】
　図９に示すように、コードレス電動工具本体７０Ａは運転開始・停止、回転速度制御等
を行うスイッチＳＷ、マイコン７１、ＦＥＴを含むモータ駆動回路７２、モータ駆動回路
７２で駆動されるモータＭ等を有している。過電流検知閾値に到達したことを示す制御信
号が制御信号端子９ＬＤを通してマイコン７１に入力されると、マイコン７１はモータ駆
動回路７２を介してモータＭを停止する。
【０００６】
　ところで、コードレス電動工具に用いられる電池パック内の電池セルは、１８６５０タ
イプ（直径１８ｍｍ、長さ６５ｍｍ）のリチウムイオン電池が主流であるが、近年、高容
量・高出力を目的として２０６５０タイプ（直径２０ｍｍ、長さ６５ｍｍ）や２１７００
タイプ（直径２１ｍｍ、長さ７０ｍｍ）など、セル径を太くすることや長さを大きくする
傾向にある。これに伴い、飛躍的に高容量・高出力が可能になってきている。例えば、こ
れまでの１８６５０タイプは、１セルが容量１,３００ｍＡｈから３,０００ｍＡｈ程度で
定格放電電流は１５Ａから２５Ａ程度であったが、２０６５０タイプや２１７００タイプ
は、容量３,０００ｍＡｈ程度で定格放電電流は３０Ａ程度となり将来は容量４,０００ｍ
Ａｈ程度で定格放電電流は４０Ａ程度と大幅に性能が向上する可能性がある。これらの性
能向上により、コードレス電動工具も商用電源使用のＡＣコード付き電動工具に代われる
分野が広がり、より高出力な製品が提供出来る様になる。
【０００７】
　電池パック及び電動工具の公知例としては、以下の特許文献１がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１４－４１７４２号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　これまで、コードレス電動工具に取り付け可能な電池パックは、製造メーカが同じであ
れば、完全に互換性がありユーザは工具を選ばずに電池パックを取り付ける事が可能であ
った。
【００１０】
　しかし、高容量・高出力な電池パックを新規に採用するにあたり、２つの問題点が生じ
る。１つは、電池パックの性能をフルに活用するために、電池パックから負荷（電動工具
本体）に供給する放電電流が過電流になったときに放電を停止する過電流検知の閾値を上
げることが考えられるが、コードレス電動工具のモータ駆動用ＦＥＴの定格が低い事で、
容易に変更できないことである。
【００１１】
　近年の電池セルは、高出力が可能なため、コードレス電動工具の出力向上が求められて
いる。しかし、高出力でない電池セルを用いた電池パックを、高出力可能な電動工具に使
用した場合、重負荷製品であるディスクグラインダや丸のこでは電池パック側の過電流保
護機能又は電圧低下による過放電保護機能が働き、モータが停止してしまう問題がある。
また、近年の電池セルを使用して電池パックの過電流検知閾値を上げた場合、既存のコー
ドレス電動工具のモータ駆動用ＦＥＴが定格オーバとなり破損することが考えられる。
【００１２】
　もう１つの問題点は、電池セルは内部抵抗を低下させる事で高出力を可能としているた
め、コードレス電動工具本体側において、電流を容易に引き出せることで、モータやモー
タ駆動用ＦＥＴ等の温度上昇によってコードレス電動工具が破損することである。
【００１３】
　これらの問題は、ディスクグラインダや丸のこなど高負荷状態で連続的に作業可能なコ
ードレス電動工具で多く発生すると考えられる。これらの電動工具は作業用工具を切削対
象に押し当てて使用するため、先端部の荷重により先端部の負荷が大きくなり回転数が下
がるとモータ電流が大きくなる特性がある。これにより、先端部の速度が下がると同時に
モータの回転速度も下がるため、モータ及びモータ駆動用ＦＥＴ周辺を冷却する風量が減
るため、モータ及びモータ駆動用ＦＥＴ周辺が温度上昇し破損する。
【００１４】
　高出力でない電池セルを用いた電池パックであれば、モータ電流の増加に伴い、電池パ
ック電圧の電圧低下が発生し、過放電検知によりコードレス電動工具が停止したが、高容
量・高出力電池セルでは、電池セルの内部抵抗が低く設定されているため、電池パック電
圧の電圧低下が小さい上、さらにモータ電流を流すことが可能になり、さらにコードレス
電動工具の破損が多くなると考えられる。
【００１５】
　本発明はこうした状況を認識してなされたものであり、その目的は、電池セル組の正側
及び負側電圧供給電極にそれぞれ接続される正側及び負側放電端子を備える電池パックに
おいて、多様な電動工具についてその性能を引き出すことを可能にする電池パック及びそ
の電池パックを備える電動工具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の第１の態様は電池パックである。この電池パックは、複数の電池セルを有する
電池セル組と、前記電池セル組を収納する電池ケースと、前記電池セル組の正側及び負側
電圧供給端にそれぞれ接続する正側及び負側放電端子と、前記電池セル組からの放電電流
が過電流検知閾値を超えると放電を停止するよう構成された制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記電池パックに接続された電動工具本体の種類に応じて前記過電流検
知閾値を変更可能に構成されることを特徴とする。
【００１７】
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　前記第１の態様において、前記正側及び負極放電端子の少なくとも一方を介して前記電
池パックに接続された電動工具本体の種類を判別可能とするとよい。
　前記正側及び負側放電端子の少なくとも一方は、複数個設けられているとよい。
　前記電動工具本体の種類の判別は、前記複数個設けられている前記正側及び負側放電端
子の少なくとも一方を介して行うとよい。
　複数個設けられた端子の各端子に流れる電流を検出する電流検出手段を有するとよい。
【００１８】
　本発明の第２の態様は電池パックである。この電池パックは、複数の電池セルを有する
電池セル組と、前記電池セル組を収納する電池ケースと、前記電池セル組の正側及び負側
電圧供給端にそれぞれ接続する正側及び負側放電端子と、を備え、
　前記正側及び負側放電端子の少なくとも一方は複数個設けられており、
　前記複数個設けられた端子の各端子に流れる電流を検出する電流検出手段を有し、
　前記電流検出手段の電流検出値は制御部に入力され、前記制御部は、過電流であるとし
て放電を停止する過電流検知閾値を、各端子の電流検出値に応じて変更可能としたことを
特徴とする。
　前記複数個設けられた端子は、実質的に同電位であるとよい。
【００１９】
　本発明の第３の態様は電動工具である。この電動工具は、前記電池パックを、本体の電
池パック装着部に着脱自在に装着することを特徴とする。
【００２０】
　本発明の第３の態様において、前記電動工具は、前記正側又は負側放電端子のそれぞれ
に接続する受電端子を有するとよい。
【００２１】
　本発明の第４の態様はシステムである。このシステムは、電池パック、第１の電動工具
本体、及び、第２の電動工具本体を備え、
　前記電池パックは、正側及び負側放電端子を有し、
　前記第１の電動工具本体は、前記正側及び負側放電端子にそれぞれ接続される第１の本
体側正側及び負側端子と、前記第１の本体側正側及び負側端子の少なくとも一方から分岐
する分岐端子と、を有し、
　前記第２の電動工具本体は、前記正側及び負側放電端子にそれぞれ接続される第２の本
体側正側及び負側端子を有すると共に、前記分岐端子に相当する端子を有さず、
　前記電池パックは、過電流であるとして放電を停止する過電流検知閾値を、前記分岐端
子の有無に応じて変更可能としたことを特徴とする。
【００２２】
　前記第４態様において、前記電池パックは、前記分岐端子と接続されるパック側分岐端
子を有するとよい。
【００２３】
 前記第４態様において、前記電池パックは電池セルを有し、前記第１の電動工具本体は
モータを有し、前記分岐端子及び前記パック側分岐端子は、前記電池セルと前記モータと
の放電経路に設けられるとよい。
【００２４】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法やシステムなどの間で変換
したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、複数の電池セルを有する電池セル組を収納した電池パックにおいて、
多様な電動工具についてその性能を引き出すことが可能である。また、従来の電池パック
との識別を容易に行うこともできる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
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【図１】本発明に係る電池パック及び電動工具の実施の形態であって、電池パックの全体
構成を示す分解斜視図。
【図２】前記電池パックの上側ケース部を外した状態の平面図。
【図３】本発明の実施の形態において、前記電池パックが装着されるコードレス電動工具
本体が備える電池パック装着部を示す電動工具本体底面側よりみた斜視図。
【図４】本発明の実施の形態において、複数の正側放電端子を有する電池パックに、複数
の正側受電端子を有するコードレス電動工具本体を接続した状態のブロック図。
【図５】図４の場合以外の電池パックと電動工具本体の接続の組合せであって、（Ａ）は
実施の形態に示す電池パックの複数の正側放電端子の一方に、正側受電端子を１個のみ有
するコードレス電動工具本体の前記正側受電端子を接続した状態のブロック図、（Ｂ）は
実施の形態に示す電池パックの複数の正側放電端子の他方に、正側受電端子を１個のみ有
するコードレス電動工具本体の前記正側受電端子を接続した状態のブロック図、（Ｃ）は
電池パックの１個のみの正側放電端子に、正側受電端子を複数個有するコードレス電動工
具のうちの１個の正側受電端子を接続した状態のブロック図。
【図６】本発明の実施の形態において、電池パックの過電流検知閾値の制御に関するフロ
ーチャート。
【図７】１個のみの正側放電端子を有する電池パックの上側ケース部を外した状態の平面
図。
【図８】コードレス電動工具本体（図７の電池パックに対応するもの）が備える電池パッ
ク装着部を示す電動工具本体底面側よりみた斜視図。
【図９】１個のみの正側放電端子を有する電池パックに、１個のみの正側受電端子を有す
るコードレス電動工具を接続した状態のブロック図。
【図１０】本発明に係る変形例であって、複数の正側端子（一方が放電端子で他方が分岐
端子）を有する電池パックに、複数の正側受電端子を有するコードレス電動工具本体を接
続した状態のブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態を詳述する。なお、各図面に示さ
れる同一又は同等の構成要素、部材、処理等には同一の符号を付し、適宜重複した説明は
省略する。また、実施の形態は発明を限定するものではなく例示であり、実施の形態に記
述されるすべての特徴やその組み合わせは必ずしも発明の本質的なものであるとは限らな
い。
【００２８】
　図１は実施の形態における電池パック１の全体構成を示す分解斜視図、図２は電池パッ
ク１の上側ケース部を外した状態の平面図、図３は電池パック１が装着されるコードレス
電動工具本体７０が備える電池パック装着部８０を示す電動工具本体底面側よりみた斜視
図である。
【００２９】
　図１及び図２において、電池パック１は、複数の電池セルを有する電池セル組２と、電
池セル組２を収納する電池ケース３と、電池セル組２上に載置固定される基板４と、基板
４上に固着される端子群５と、防塵等のために基板４上に固定される基板カバー６とを有
する。本実施の形態の電池パック１では、端子群５は従来１個であった正側放電端子を複
数含んでいる。つまり、図示の場合、２個の正側放電端子５Ｐ－１，５Ｐ－２及び負側放
電端子５Ｎと、制御信号端子（以下、「ＬＤ端子」という）５ＬＤとを含んでいる。正側
放電端子５Ｐ－２（パック側分岐端子）は、正側放電端子が１つの電池パック１Ａでは空
きスペースとなっていた正側放電端子５Ｐ－１に隣接するスペースに配置される。
【００３０】
　電池ケース３は上側ケース部３Ａと下側ケース部３Ｂの組み合わせ構造であり、両者を
組み合わせたときに基板４や端子群５が設置された電池セル組２をがたつかないように保
持する。上側ケース部３Ａの両側には、図３に示す電動工具本体７０が備える電池パック
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装着部８０側のレール部８２が嵌合する凹溝３１が形成されている。また、上側ケース部
３Ａの両側には、ラッチ部材３５が設けられる。ラッチ部材３５は凹溝３１に形成された
穴３２から突出するように付勢されるラッチ３６と、ラッチ解除用の押しボタン部３７と
を有している。また、上側ケース部３Ａには端子群５を露出させるスリット穴３３が形成
されている。
【００３１】
　図４のブロック図に示すように、基板４には電流検出手段としての電流検出抵抗４１，
４２及び制御部（保護手段）としてのマイクロコンピュータ４５が搭載されている。基板
４に取り付けられた正側放電端子５Ｐ－１は電流検出抵抗４１を介して電池セル組２の正
側電圧供給端に接続され、基板４に取り付けられたもう一つの正側放電端子５Ｐ－２も電
流検出抵抗４２を介して電池セル組２の正側電圧供給端に接続され、負側放電端子５Ｎは
電池セル組２の負側電圧供給端に接続されている。無負荷状態では正側放電端子５Ｐ－１
，５Ｐ－２は同電位であり、放電時も電流検出抵抗４１，４２は微小抵抗値であるため実
質的に同電位である。マイコン４５には電流検出抵抗４１，４２の電圧降下（検出電流値
）が入力されることで、マイコン４５側にて正側放電端子５Ｐ－１，５Ｐ－２の放電電流
を個別に認識でき、放電電流が過電流であるとして放電を停止する過電流検知閾値の決定
に利用する。
【００３２】
　本実施の形態に係る図３に示すコードレス電動工具本体７０の電池パック装着部８０は
、例えば本体７０のグリップ部７１の下部端面に設けられている。電池パック装着部８０
は電池パック１の上部が嵌る凹部８１を有し、その凹部内側の両側面に電池パック１側の
凹溝３１に嵌合するレール部８２が形成されている。レール部８２には電池パック１側の
ラッチ３６と係合する係合凹部８３が形成されている。電池パック装着部８０は、電池パ
ック１側の複数の正側放電端子５Ｐ－１，５－２にそれぞれ接続可能な正側受電端子９Ｐ
－１，９Ｐ－２（分岐端子）、負側放電端子５Ｎに接続可能な負側受電端子９Ｎ、及びＬ
Ｄ端子５ＬＤに接続する制御信号端子９ＬＤを、凹部８１の底面に有している。各端子９
Ｐ－１，９Ｐ－２，９Ｎ，９ＬＤは、電池パック１の装着時に端子５Ｐ－１，５－２，５
Ｎ，５ＬＤでそれぞれ挟持される板状金属端子であり、凹部８１の底面に固定配置されて
いる。電池パック１側のＬＤ端子５ＬＤは、放電電流が、過電流であるとして放電を停止
する過電流検知閾値に到達した場合に放電禁止信号をコードレス電動工具本体７０の制御
信号端子９ＬＤに出力するものである。分岐端子９Ｐ－２は、正側放電端子９Ｐ－１（端
子９Ｐ－１が接続される放電経路）から分岐されて設けられている。
【００３３】
　複数の受電端子９Ｐ－１，９Ｐ－２を有するコードレス電動工具本体７０に電池パック
１が装着される場合は正側放電端子５Ｐ－１，５－２の両方に放電電流が検出されること
になり、また従来のコードレス電動工具本体７０Ａに電池パック１が装着される場合は正
側放電端子５Ｐ－１，５－２の一方のみに放電電流が検出されることになるが、電池パッ
ク１では、正側放電端子５Ｐ－１，５－２の一方のみに放電電流が検出された場合と、両
方に放電電流が検出された場合とで、過電流検知閾値を異ならせるようにしている（詳細
は後述する）。
【００３４】
　図４に示すように、コードレス電動工具本体７０（以下、従来の電動工具本体７０Ａ（
旧型電動工具本体）と区別するために新型電動工具本体と言う場合がある）は、端子９Ｐ
－１，９Ｐ－２，９Ｎ，９ＬＤの他に、運転開始・停止、回転速度制御等を行うスイッチ
ＳＷ、マイコン７１、ＦＥＴを含むモータ駆動回路７２、モータ駆動回路７２で駆動され
るモータＭ等を有している。過電流検知閾値に到達したことを示す制御信号（放電禁止信
号）が制御信号端子９ＬＤを通してマイコン７１に入力されると、マイコン７１はモータ
駆動回路７２を介してモータＭを停止する。
【００３５】
　本実施の形態に係る電池パック１は、接続される電動工具本体が正側放電端子５Ｐ－１
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，５－２の両方を使用するもの（新型電動工具本体）であるか、一方のみを使用するもの
（旧型電動工具本体）であるかによって、過電流検知閾値を変更する制御をマイコン４５
で行うことができる。例えば１端子（旧型電動工具本体）であれば過電流検知閾値を５０
Ａ、２端子（新型電動工具本体）であれば過電流検知閾値を１００Ａと変える事を可能に
する。具体例を図４及び図５のブロック図、並びに図６のフローチャートで説明する。
【００３６】
　図６のフローチャートにおいて、スタート（コードレス電動工具の電源オンでありスイ
ッチＳＷをオン）後のステップＳ１で正側放電端子５Ｐ－２に放電電流有りかどうか判断
する。この判断は電流検出抵抗４１，４２の電圧降下を受けるマイコン４５で行う。端子
５Ｐ－２に放電電流無しの場合、図５（Ａ）のように旧型電動工具本体７０Ａが接続され
ていると判断する。そして、ステップＳ２で過電流検知閾値ＩＬｉｍをＩＬに設定する。
次に、ステップＳ３で正側放電端子５Ｐ－１の放電電流が過電流検知閾値ＩＬｉｍ（＝Ｉ

Ｌ）以下であるかどうかマイコン４５で判断する。そして、端子５Ｐ－１の放電電流が過
電流検知閾値ＩＬｉｍ（＝ＩＬ）を超えた場合には、マイコン４５から制御信号（放電禁
止信号）が制御信号端子５ＬＤ及び９ＬＤを通してマイコン７１に入力され、マイコン７
１はモータ駆動回路７２をオフ（ＯＦＦ）してモータＭを停止する。すなわち電池パック
１の放電を停止する。
【００３７】
　一方、ステップＳ１で端子５Ｐ－２に放電電流有りの場合、図４又は図５（Ｂ）のよう
に新設の端子５Ｐ－２への接続機能を有する新型電動工具本体が接続されていると判断す
る。そして、ステップＳ４で端子５Ｐ－１に放電電流有りかどうか判断する。端子５Ｐ－
１に放電電流が無い場合（Ｎｏの場合）、図５（Ｂ）のように従来からある端子５Ｐ－１
には接続しないが新設の端子５Ｐ－２への接続機能を有する新型電動工具本体７０Ｂが接
続されていると判断し、ステップＳ５で過電流検知閾値ＩＬｉｍをＩＨ２に設定する。但
し、ＩＨ２＞ＩＬであり、過電流検知閾値ＩＬｉｍを高めに設定することになる。次に、
ステップＳ６で正側放電端子５Ｐ－２の放電電流が過電流検知閾値ＩＬｉｍ（＝ＩＨ２）
以下であるかどうかマイコン４５で判断する。そして、端子５Ｐ－２の放電電流が過電流
検知閾値ＩＬｉｍ（＝ＩＨ２）を超えた場合には上記と同様、マイコン４５から制御信号
（放電禁止信号）が制御信号端子５ＬＤ及び９ＬＤを通してマイコン７１に入力され、マ
イコン７１はモータ駆動回路７２をオフ（ＯＦＦ）して電池パック１の放電を停止する。
【００３８】
　ステップＳ４で端子５Ｐ－１に放電電流がある場合（Ｙｅｓの場合）、図４のように両
方の放電端子５Ｐ－１，５Ｐ－２への接続機能を有する新型電動工具本体７０が接続され
ていると判断し、ステップＳ７で過電流検知閾値ＩＬｉｍをＩＨ１に設定する。但し、Ｉ

Ｈ１＞ＩＨ２＞ＩＬであり、過電流検知閾値ＩＬｉｍをさらに高めに設定することになる
。次に、ステップＳ８で端子５Ｐ－１の放電電流と端子５Ｐ－２の放電電流との合計値が
過電流検知閾値ＩＬｉｍ（＝ＩＨ１）以下であるかどうかマイコン４５で判断する。そし
て、端子５Ｐ－１，５Ｐ－２の放電電流合計値が過電流検知閾値ＩＬｉｍ（＝ＩＨ１）を
超えた場合には上記と同様、モータ駆動回路７２をオフ（ＯＦＦ）して電池パック１の放
電を停止する。
【００３９】
　なお、図５（Ｃ）は正側放電端子が１つの電池パック１Ａに新型電動工具本体７０を接
続した場合であるが、電池パック１Ａは１個の正側放電端子５Ｐを有するのみで、電動工
具本体７０の受電端子９Ｐ－２には電流を供給できない。従って、新型電動工具本体７０
の性能を充分に発揮できない。しかしながら、電池パック１Ａの各端子に対応する位置に
新型電動工具本体７０の各端子が配置されているため、電池パック１Ａと新型電動工具７
０は接続することが可能であり、電池パック１Ａによって新型電動工具７０を駆動するこ
とができる。なお、新型電動工具７０は高容量・高出力の電池パック１で駆動するように
設計されているため、電池パック１Ａの能力は充分に発揮することができる。
【００４０】
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　本実施の形態によれば、下記の効果を奏することができる。
【００４１】
(1) 複数の電池セルを有する電池セル組２と、電池セル組を収納する電池ケース３とを有
する電池パック１において、電池セル組２の正側電圧供給端に接続する正側放電端子を複
数個、つまり正側放電端子５Ｐ－１，５Ｐ－２を設けているので、複数個の放電端子の使
い分けにより多様なコードレス電動工具についてその性能を引き出すことが可能である。
また、電池パック１を正側放電端子５Ｐ－１，５Ｐ－２のそれぞれに接続する受電端子９
Ｐ－１，９Ｐ－２を具備する電動工具本体７０に装着した場合、端子間接続をいっそう確
実にしてチャタリング現象の発生を抑制可能である。さらに、電池パック１は複数の正側
放電端子を有するのに対し、電池パック１Ａは正側放電端子が１個のみであるため、電池
パック１Ａとの識別を容易に行うことができる。
【００４２】
(2) 正側放電端子５Ｐ－１，５Ｐ－２の各端子毎に電流検出手段（電流検出抵抗４１，４
２）による電流検出を行うことで、電池パック１が接続されているコードレス電動工具本
体が、１個の放電端子のみに接続する旧型電動工具本体７０Ａか、両方の放電端子に接続
する機能を有する新型電動工具本体７０であるかを判別可能である。
【００４３】
(3) 正側放電端子５Ｐ－１，５Ｐ－２の各端子毎の電流検出手段（電流検出抵抗４１，４
２）による電流検出値は制御部(保護手段)としてのマイコン４５に入力されているので、
放電電流が過電流であるとして放電を停止する過電流検知閾値を、各端子５Ｐ－１，５Ｐ
－２毎の電流検出値に応じてマイコン４５で制御（変更）することが可能である。このた
め、電池パック１が装着される電動工具本体の性能、仕様に応じた過電流検知閾値に設定
でき、電動工具本体の性能を充分に発揮させることができる。
【００４４】
　具体的に言えば、既存のコードレス電動工具７０Ａは正側受電端子が１つであるため、
本実施の形態の電池パック１の使用時は過電流検知閾値を現行電池パックと同等にし、モ
ータ駆動用ＦＥＴの定格を守り、またモータやモータ駆動用ＦＥＴの温度上昇による電動
工具本体の破損を回避することができる。また、電池パック１の複数の放電端子５Ｐ－１
，５Ｐ－２に対応する受電端子９Ｐ－１，９Ｐ－２を有する新型電動工具本体７０（例え
ばハイパワー製品）は、モータ駆動用ＦＥＴの定格を上げることで、電池パック１側の過
電流検知閾値を高くすることができ、充分にその性能を発揮できる。また、電池パック１
の性能をフルに引き出す事が可能になる。
【００４５】
(4) 正側放電端子が１個のみの電池パック１Ａの基板４上には、正側放電端子５Ｐに隣接
して端子１個分の空きスペースがあり、本実施の形態の電池パック１は、その空きスペー
スに正側放電端子をもう一つ追加する構造に相当するため、基板４上の端子群５の配列間
隔は変更しなくともよく、旧型電動工具本体に対して電池パック１Ａの代わりに支障なく
電池パック１を装着でき、互換性を確保できる。
【００４６】
　以上、実施の形態を例に本発明を説明したが、実施の形態の各構成要素や各処理プロセ
スには請求項に記載の範囲で種々の変形が可能であることは当業者に理解されるところで
ある。以下、変形例について触れる。
【００４７】
　本発明の上記実施の形態では、電池パックの正側放電端子を複数個としたが、負側放電
端子を複数個にして、各端子の放電電流を個別に計測する構成も可能である。また、図１
０のように、正側放電端子５Ｐ－２及び受電端子９Ｐ－２をモータＭと電池セル組２との
放電経路に設けるのではなく、信号端子（分岐端子）として利用してもよい。すなわち、
受電端子９Ｐ－２（分岐端子）は受電端子９Ｐ－１に接続され分岐して並列に接続されて
いるため、受電端子９Ｐ－１と分岐端子９Ｐ－２には電池セル組２の電圧が出力される。
分岐端子９Ｐ－２は電池パック１側のパック側分岐端子５Ｐ－２に接続される。分岐端子
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９Ｐ－２からの電圧は、分圧抵抗からなる電圧変換回路４２ａによって降圧されてマイコ
ン４５に入力される。マイコン４５は電圧変換回路４２ａから信号が入力されると、新型
電動工具本体７０が接続されたと判断することができる。一方、旧型電動工具本体７０Ａ
が接続された場合にはパック側分岐端子５Ｐ－２に接続される端子がないため、電圧変換
回路４２ａからの信号がマイコン４５に入力されない。この変形例の場合には、図６のス
テップＳ１で電流ではなく電圧（電圧変換回路４２ａの出力の有無）を検出することによ
り、図６と同様に放電を制御することができる。なお、ステップＳ６、Ｓ８では端子５Ｐ
－１の電流に基づいて判断すればよい。
【００４８】
　本発明は、コードレス電動ドライバードリル等の他、電池パックを装着して使用する草
刈り機等の電池パックを駆動源とする電動作業機を含む各種電動工具に本発明が適用可能
であることが明らかである。
【符号の説明】
【００４９】
１，１Ａ　電池パック、２　電池セル組、３　電池ケース、４　基板、５　端子群、５Ｐ
，５Ｐ－１，５Ｐ－２　正側放電端子、５Ｎ　負側放電端子、５ＬＤ　制御信号端子（Ｌ
Ｄ端子）、６　基板カバー、９Ｐ，９Ｐ－１，９Ｐ－２　正側受電端子、９Ｎ　負側受電
端子、９ＬＤ　制御信号端子、３１　凹溝、３５　ラッチ部材、４１，４２　電流検出抵
抗、４５，７１　マイコン、７０，７０Ａ，７０Ｂ　コードレス電動工具本体、７１　グ
リップ部、７２　モータ駆動回路、８０，８０Ａ　電池パック装着部、８２　レール部、
Ｍ　モータ、ＳＷ　スイッチ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】

【図８】
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